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子ども・子育て支援新制度について 
 

新制度の創設に関する次の３つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連３法」と呼ばれています。 

1.子ども・子育て支援法 

2.認定こども園法の一部を改正する法律 

3.関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正） 

 

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて関連関連関連関連３３３３法法法法（（（（平成平成平成平成 24242424 年年年年 8888 月成立月成立月成立月成立））））のののの趣旨趣旨趣旨趣旨とととと主主主主なポイントなポイントなポイントなポイント    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～新制度に基づく子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ）～ 

 

◆３法の趣旨 

自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、

地域の子ども・子育て支援を総合的に推進 

 

◆主なポイント 

○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応 

○認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ 

・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 

・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ（株式会社等の参入は不可） 

・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化 

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援

事業」）の充実 

資料１ 
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～新制度に基づく子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府資料「子ども・子育て関連３法について」 
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～施設型給付と地域型保育給付の創設～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府資料「子ども・子育て関連３法について」 
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（（（（１１１１））））施設型給付施設型給付施設型給付施設型給付    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府資料「子ども・子育て関連３法について」

現行制度 新制度 

 

 

【【【【満満満満３３３３歳以上児歳以上児歳以上児歳以上児】】】】    

標準的標準的標準的標準的なななな教育時間及教育時間及教育時間及教育時間及びびびび保護者保護者保護者保護者のののの就労時間等就労時間等就労時間等就労時間等にににに応応応応じたじたじたじた保保保保

育育育育にににに対応対応対応対応するするするする給付給付給付給付    

    

【【【【満満満満３３３３歳未満児歳未満児歳未満児歳未満児】】】】    

保護者保護者保護者保護者のののの就労時間等就労時間等就労時間等就労時間等にににに応応応応じたじたじたじた保育保育保育保育にににに対応対応対応対応するするするする給付給付給付給付    

※上記の他、特色ある取組（例：特別支援教育等）に対する奨

励的な補助として私学助成を措置。 

※施設型給付の対象として確認を受けない幼稚園の場合は、私

学助成を継続。 

※休日保育、早朝・夜間保育についても対応。 

施設型給付施設型給付施設型給付施設型給付にににに一本化一本化一本化一本化    
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【【【【施設型給付施設型給付施設型給付施設型給付のののの利用手続利用手続利用手続利用手続きときときときと市町村市町村市町村市町村のののの関与関与関与関与】】】】    

・市町村が客観的基準に基づき、「保育の必要性」（有無、事由、必要量の区分、優先利用等）を認定する。 

・施設型給付は、保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に代わって教育・保育

施設が受領する（法定代理受領）。（保育料等は施設が利用者から徴収。ただし、私立保育所は市町村が徴収） 

・認定を受けた子どもについては、市町村の関与（あっせん、要請等）の下、保護者が施設と契約する公的契約とし、「正当な理由」が

ある場合を除き、施設に応諾義務を課す。（ただし、私立保育所は保護者と市町村の契約） 

・入園希望者が定員を上回る場合は「正当な理由」に該当するが、この場合、施設は、国の選考基準に基づき選考を行う。 

・ただし、私立保育所については、児童福祉法第２４条第１項により、保育所における保育を行うため、市町村と利用者が契約し、私立

保育所に対して委託費を支払うこととする。その際、保育料も市町村が徴収する。 

    

    

    

    

    

    

    

    

出典：内閣府資料「子ども・子育て関連３法について」    

現行制度 新制度 
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【【【【保育保育保育保育のののの必要性必要性必要性必要性のののの認定認定認定認定】】】】    

新制度では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組みとなります。 

 

《《《《認定区分認定区分認定区分認定区分》》》》    

・・・・１１１１号認定子号認定子号認定子号認定子どもどもどもども：満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前子ども 

・・・・２２２２号認定子号認定子号認定子号認定子どもどもどもども：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども         保育保育保育保育をををを必要必要必要必要とするとするとするとする子子子子どもどもどもども 

・・・・３３３３号認定子号認定子号認定子号認定子どもどもどもども：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども 

 

《《《《国国国国がががが今後策定今後策定今後策定今後策定するするするする認定基準認定基準認定基準認定基準のののの３３３３点点点点》》》》    

①①①①「「「「事由事由事由事由」」」」：保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由 

②②②②「「「「区分区分区分区分」」」」：長時間認定（「長時間」）又は短時間認定（「短時間」）の区分（保育必要量） 

③③③③「「「「優先利用優先利用優先利用優先利用」」」」：ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 

 



7 

 

～～～～新制度新制度新制度新制度におけるにおけるにおけるにおける保育保育保育保育をををを必要必要必要必要とするとするとするとする場合場合場合場合のののの利用手順利用手順利用手順利用手順（（（（イメージイメージイメージイメージ）～）～）～）～    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府資料「子ども・子育て関連３法について」 
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（（（（２２２２））））地域型保育給付地域型保育給付地域型保育給付地域型保育給付    

以下の保育事業が市町村による認可事業として、地域型保育給付の対象となります。 

・小規模保育（利用定員６人以上１９人以下） 

・家庭的保育（利用定員５人以下） 

・居宅訪問型保育（ベビーシッター型） 

・事業所内保育（主として従業員のほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供） 

 

（（（（３３３３））））地域子地域子地域子地域子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業    

子ども・子育て家庭等を対象に、市町村が地域の実情に応じて実施する事業です。 

・利用者支援（子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行う） 

・地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

・妊婦健康診査（妊娠期間中の無料での健康診査） 

・乳児家庭全戸訪問事業（生後４か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う） 

・養育支援訪問事業（養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるための支援を行う） 

・子育て短期支援事業（親の病気、残業などの場合に児童養護施設等において一時的に預かるショートステイ、トワイライトステイ） 

・ファミリー・サポート・センター事業（依頼会員と援助会員で構成する子どもの送迎・預かりサービス） 

・一時預かり事業（保育所その他の場所での一時保育） 

・延長保育事業（11 時間の開所時間を超えて保育を行う） 

・病児・病後児保育事業（児童の急な病気の際に、病院・保育所等付設の専用スペース等で看護師等が一時的に保育する事業など） 

・放課後児童クラブ（放課後、自宅に帰っても保護者がいない小学校児童に、遊びを主とする健全育成活動を行う） 

・実費徴収に係る補足給付を行う事業 

・多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

 



9 

 

箱根町子ども・子育て支援事業計画の概要 

箱根町子ども・子育て支援事業計画は、平成 24 年８月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、町が策定する計画で、平成

27 年度から平成 31 年度までの 5 か年計画です。 

計画に記載する事項は、国の基本指針に基づく次の内容です。 

 

《必須の記載事項》 

１１１１    教育教育教育教育・・・・保育提供区域保育提供区域保育提供区域保育提供区域のののの設定設定設定設定    

・「量の見込み」・「確保方策」を設定する単位として、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区

域「教育・保育提供区域」（小学校区、中学校区などを想定）を設定 

 

２２２２    各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける幼児期幼児期幼児期幼児期のののの学校教育学校教育学校教育学校教育・・・・保育保育保育保育のののの量量量量のののの見込見込見込見込みみみみ（（（（参酌標準参酌標準参酌標準参酌標準））））、、、、実施実施実施実施しようとするしようとするしようとするしようとする幼児期幼児期幼児期幼児期のののの学校教育学校教育学校教育学校教育・・・・保育保育保育保育のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確保確保確保確保のののの

内容及内容及内容及内容及びそのびそのびそのびその実施時期実施時期実施時期実施時期    

・教育・保育提供区域ごとに計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を設定 

・区域ごとに、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施設及び地域型保育事業による確保の内容及び実施時期（確保

方策）」を設定 

・「確保の内容」に基づき、必要な教育・保育施設及び地域型保育事業を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育・保育施設】 

① 認定こども園（幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設） 

② 幼稚園 

③ 保育園 

【地域型保育事業】 

① 小規模保育事業（利用定員６人以上 19 人以下） 

② 家庭的保育事業（利用定員５人以下） 

③ 居宅訪問型保育事業（ベビーシッター型） 

④ 事業所内保育事業（主として従業員の子どものほか、地域で保育を必要とする子どもにも保育を提供） 
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３３３３    地域子地域子地域子地域子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業のののの量量量量のののの見込見込見込見込みみみみ、、、、実施実施実施実施しようとするしようとするしようとするしようとする地域子地域子地域子地域子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確保確保確保確保のののの内容及内容及内容及内容及びそのびそのびそのびその実施実施実施実施

時期時期時期時期    

・教育・保育提供区域ごとに、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定める 

・設定した「量の見込み」に対応するよう、事業の確保の内容及び実施時期（確保方策）を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域子ども・子育て支援事業】 

～～～～平成平成平成平成 25252525 年度現在年度現在年度現在年度現在、、、、本本本本町町町町でででで実施実施実施実施しているしているしているしている事業事業事業事業～～～～    

① 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

② 妊婦健康診査（妊娠期間中の健康診査費用の一部助成） 

③ 乳児家庭全戸訪問事業（生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供

や養育環境等の把握を行う） 

④ 養育支援訪問事業（養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させる

ための支援を行う） 

⑤ 一時保育事業（保育所での一時保育） 

⑥ 放課後児童クラブ（放課後、自宅に帰っても保護者がいない小学校児童に、遊びを主とする健全育成活動を

行う） 

～～～～平成平成平成平成 25252525 年度現在年度現在年度現在年度現在、、、、本本本本町町町町でででで実施実施実施実施していないしていないしていないしていない事業事業事業事業～～～～    

① 利用者支援（子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行う） 

② 子育て短期支援事業（親の病気、残業などの場合に児童養護施設等において一時的に預かるショートステイ、

トワイライトステイ） 

③ ファミリー・サポート・センター事業（依頼会員と援助会員で構成する子どもの送迎・預かりサービス） 

④ 延長保育事業（11 時間の開所時間を超えて保育を行う） 

⑤ 病児・病後児保育事業（児童の急な病気の際に、病院・保育所等付設の専用スペース等で看護師等が一時的

に保育する事業など） 
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４４４４    幼児期幼児期幼児期幼児期のののの学校教育学校教育学校教育学校教育・・・・保育保育保育保育のののの一体的提供及一体的提供及一体的提供及一体的提供及びびびび当該学校教育当該学校教育当該学校教育当該学校教育・・・・保育保育保育保育のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする体制体制体制体制のののの確保確保確保確保のののの内容内容内容内容    

・認定こども園の設置数、設置時期その他認定こども園の普及にかかる考え方（認定こども園を普及させる背景や必要性等） 

・質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方策 

・幼児教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続（保幼小連携）の取組の推進 

・保幼小連携、０～２歳と３～５歳にかかる取り組みの連携 

 

 

 

 

 

《任意の記載事項》 

１１１１    産後産後産後産後のののの休業及休業及休業及休業及びびびび育児休業後育児休業後育児休業後育児休業後におけるにおけるにおけるにおける特定教育特定教育特定教育特定教育・・・・保育施設等保育施設等保育施設等保育施設等のののの円滑円滑円滑円滑なななな利用利用利用利用のののの確保確保確保確保    

・保護者が産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設、地域型保育事業を利用できるよう、休業中の保護者に対して情

報提供、計画的に教育・保育施設、地域型保育事業を整備 

 

２２２２    子子子子どもにどもにどもにどもに関関関関するするするする専門的専門的専門的専門的なななな知識知識知識知識やややや技術技術技術技術をををを要要要要するするするする支援支援支援支援にににに関関関関するするするする都道府県都道府県都道府県都道府県がががが行行行行うううう施策施策施策施策とのとのとのとの連携連携連携連携    

・児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障がい児施策の充実にかかる町の実情に応じた施策及び必要

な都道府県との連携 

 

３３３３    労働者労働者労働者労働者のののの職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立がががが図図図図られるようにするためにられるようにするためにられるようにするためにられるようにするために必要必要必要必要なななな雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする施策施策施策施策とのとのとのとの連携連携連携連携    

・ワーク・ライフ・バランス実現のための働き方の見直しにかかわる取り組みに関する市町村の実情に応じた施策 

以上の内容に加えて、次世代育成支援行動計画の施策を内包するかたちで、平成 26 年度に「箱根町子ども・子育て支援事業計画」を

策定する予定です。 

【本町の認定こども園】 

① 湯本幼児学園（湯本幼稚園・湯本保育園） 

② 仙石原幼児学園（仙石原幼稚園・仙石原保育園） 


